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昇 降 級 規 程

（目的）

第１条 この規程は、規約第５条第２号及び第５号並びに第 37 条第５号に基づき、競技

選手の昇級及び降級に関し、必要な事項を定める。

（審議）

第２条 選手の階級は、資格審議委員会規程第９条第１項第５号の昇降級審議委員会にお

いて、１競技年度内の成績により昇級又は降級を審議し決定する。

2 昇降級審議委員会は、年１回とし最終競技会終了後２週間以内に開催する。

3 プロＣ級以上及びアマＢ級以上の選手の昇級は、前項の委員会において審議するもの

とし、プロＤ級、Ｎ級及びアマＣ級の選手の昇級は、１年以内の獲得点数が第６条又は

第７条第１項の必要点数に達し、昇降級審議委員会がこれを認めたときに昇級するもの

とする。

4 プロＣ級及びアマＢ級の選手で、当該競技年度の１月から６月末までの獲得点数が第

６条又は第７条第１項の必要点数に達した場合には、昇降級審議委員会がこれを認めた

ときに昇級できるものとする。

5 プロＤ級以上及びアマＣ級以上の選手の降級は、第２項の委員会において審議する。

（競技年度）

第３条 競技年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。

（適用競技会）

第４条 この規程は、中部日本ダンス選手権及び競技規程第２条第２号の競技会について

適用する。

（獲得点数）

第５条 競技規程第２条第２号の競技会における、出場組数に対する入賞選手の獲得点数

は、次のとおりとする。

出場組数 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 準決勝

２～ ５ ４

６～ １０ ５ ４

１１～ ２０ ６ ５ ４

２１～ ３０ ８ ６ ５ ４

３１～ ４０ １０ ８ ６ ５ ４
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出場組数 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 準決勝

４１～ ６０ １２ １０ ８ ６ ５ ４

６１～ ８０ １３ １１ ９ ７ ６ ５ ２

８１～１００ １４ １２ １０ ８ ７ ６ ４

１０１～１２０ １５ １３ １１ ９ ８ ７ ５

１２１～１４０ １６ １４ １２ １０ ９ ８ ６

１４１～ １７ １５ １３ １１ １０ ９ ７

2 前項の競技会において、Ｂ級又はＣ級の選手が上位級に挑戦し決勝に入賞したときは、

第１項の点数獲得組数の範囲内において自己級の成績に換算して得点を与える。

3 第１項の出場組数６１組以上の競技会において、Ｂ級又はＣ級の選手が上位級に挑戦

し準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数を与える。

4 上位級に挑戦する下位級の選手は、当日に開催される自己級に出場しなければならな

い。

5 混合級競技会における下位級選手に対する獲得点数等は、次のとおりとする。

混合級 獲 得 点 数 等

アマ ① 下位級の選手が決勝に入賞したときは、第１項の点数獲得

Ａ、Ｂ級 組数の規定にかかわらず、自己級の順位に換算して得点を

Ｂ、Ｃ級 与える。

② 第１項の出場組数４１組以上の競技会において下位級の選

手が準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数を与える。

アマ ① Ｄ級の選手が準決勝以上に入賞し第１項の点数獲得組数の

Ｃ、Ｄ級 範囲内のときは、即日、Ｃ級に昇級しその獲得点数を与える。

② 前号において出場組数２１組以上で点数獲得組数の範囲外

のときは、第６位まで、即日、Ｃ級に昇級できる。

③ 第１項の出場組数４１組以上の競技会においてＤ級の選手

が準決勝に入賞したときは、即日、Ｃ級に昇級できる。

アマ ① Ｅ級の選手が決勝に入賞し第７条第４項の昇級順位の範囲

Ｄ、Ｅ級 内のときは、即日、Ｃ級に昇級できる。

② 前号において出場組数２５組以上で昇級順位の範囲外のと

きは、第６位まで、即日、Ｄ級に昇級できる。

③ 第７条第４項の出場組数５５組以上の競技会においてＥ級

の選手が準決勝に入賞したときは、即日、Ｄ級に昇級できる。

プロ ① 下位級の選手が決勝に入賞したときは、第１項の点数獲得

混合級 組数の規定にかかわらず、自己級の順位に換算して得点を

与える。
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6 中部日本ダンス選手権における入賞選手の獲得点数は、次のとおりとする。

１ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 準決勝

１５ １３ １１ ９ ８ ７ ４

7 前項の選手権においてＢ級又はＣ級の選手が決勝に入賞したときは、自己級の成績に

換算して得点を与える。

8 前項の選手が準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数を与える。

9 選手権に出場するＢ級及びＣ級の選手は、第４項の規定を適用しない。

10 全日本級選手権大会において第１予選を通過した選手は、中部日本ダンス選手権大会

の準決勝に入賞したものと同等と認め、その入賞実績および獲得点数を与える。

11 (1) 前項の全日本級選手権大会は、日本インターナショナルダンス選手権大会、ＪＢ

ＤＦプロフェッショナルダンス選手権大会、全日本アマチュアダンス選手権大会

及び全日本選抜ダンス選手権大会とする。

(2) 前号以外の全日本級選手権大会においては、その都度、協議決定する。

12 名古屋インターナショナルダンス選手権大会及び全国級競技会における入賞選手の獲

得点数は、第６項、第７項および第８項を適用する。

13 前項において出場組数に対する点数獲得組数は、第１項を適用する。

14 下位級の選手が上位級に挑戦し第１予選を通過したときは、自己級の第１予選を通過

したものと同等と認め、その実績を与える。

15 獲得点数は、１年間有効とする。

（プロ昇級規定）

第６条 プロ・スタンダード及びラテンアメリカン選手の昇級に必要な点数は、次のとお

りとする。

昇 級 必 要 点 数

スタンダード ラテンアメリカン

Ｎ → Ｄ ８ ８

Ｄ → Ｃ １５ １２

Ｃ → Ｂ ２５ １８

Ｂ → Ａ ３０ ２０
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（アマ昇級規定）

第７条 アマ・スタンダード及びラテンアメリカン選手のＢ級以上への昇級に必要な点数

は、次のとおりとする。

昇 級 必 要 点 数

スタンダード ラテンアメリカン

Ｃ → Ｂ ２３ １８

Ｂ → Ａ ３３ ２５

2 アマＦ級スタンダード及びラテンアメリカン選手のＥ級への昇級は、即日昇級とし次

のとおりとする。

Ｆ 級 → Ｅ 級 (30%)

出 場 組 数 昇 級 順 位

２～ ４ １ 位のみ

５～ ８ ２ 位まで

９～１１ ３ 位まで

１２～１４ ４ 位まで

１５～１８ ５ 位まで

１９～２１ ６ 位まで

２２以上 ６ 位まで

3 アマＥ級スタンダード及びラテンアメリカン選手のＤ級への昇級は、即日昇級とし次

のとおりとする。

Ｅ 級 → Ｄ 級 (20%)

出 場 組 数 昇 級 順 位

３～ ７ １ 位のみ

８～１２ ２ 位まで

１３～１７ ３ 位まで

１８～２２ ４ 位まで

２３～２７ ５ 位まで

２８～３２ ６ 位まで

３３以上 ６ 位まで
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4 アマＤ級スタンダード及びラテンアメリカン選手のＣ級への昇級は、即日昇級とし次

のとおりとする。

Ｄ 級 → Ｃ 級 (10%)

出 場 組 数 昇 級 順 位

５～１４ １ 位のみ

１５～２４ ２ 位まで

２５～３４ ３ 位まで

３５～４４ ４ 位まで

４５～５４ ５ 位まで

５５～６４ ６ 位まで

６５以上 ６ 位まで

5 Ｄ級の選手がＣ級に挑戦し準決勝以上に入賞したときは、第５条第１項の点数獲得組

数の範囲内において、即日、Ｃ級に昇級しその獲得点数を与える。

6 前項において出場組数２１組以上で点数獲得組数の範囲外のときは、第６位まで、即

日、Ｃ級に昇級できる。

7 第５条第１項の出場組数４１組以上の競技会においてＤ級の選手がＣ級に挑戦し準決

勝に入賞したときは、即日、Ｃ級に昇級できる。

8 Ｅ級の選手がＤ級に挑戦し決勝に入賞したときは、第４項の昇級順位の範囲内におい

て、即日、Ｃ級に昇級できる。

9 前項において出場組数２５組以上で昇級順位の範囲外のときは、第６位まで、即日、

Ｄ級に昇級できる。

10 第４項の出場組数５５組以上の競技会においてＥ級の選手がＤ級に挑戦し準決勝に入

賞したきは、即日、Ｄ級に昇級できる。

11 Ｅ級及びＤ級の競技会において、２種目以上を単科で行われたとき、各種目の昇級者

が重複しても次点者をとらない。

（プロ降級規定）

第８条 プロ・スタンダードＣ級以上及びラテンアメリカンＣ級以上の選手の降級は、次

のとおりとする。

降 級 降 級 規 定

Ａ → Ｂ １競技年度内に、準決勝以上に１回以上、

入賞する成績が得られなかったとき。

Ｂ → Ｃ １競技年度内に、自己級準決勝以上に

１回以上入賞する成績が得られなかった

とき。

Ｃ → Ｄ １競技年度内に、自己級１次予選を

１度も通過できなかったとき。
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2 １競技年度内に当該級別競技会が４回以上開催されなかった場合には、第１項の降級

規定を適用しない。但し、１度も競技会に出場しなかったものは、降級する。

3 Ｄ級選手の１競技年度内の競技会出場義務回数は、３回以上としこれに満たない選手

は、降級する。

4 休場期間及び産休期間中は、降級規定の適用を受けない。

5 ノービス級選手が競技年度途中でＤ級に昇級した場合およびＤ級選手が競技年度途中

でＣ級に昇級した場合には、その競技年度内は降級規定の適用を受けない。但し、その

競技年度内の競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満たない選手は、降級する。

昇 級 月 出場義務回数

１月～ ４月 ２回以上

５月～ ８月 １回以上

９月～１２月 次 年 度

6 休場届を提出したＤ級以上の選手の、その競技年度内における出場可能期間に対する

競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満たない選手は、降級する。

出場可能期間 出場義務回数

２ケ月以下 ０

３ケ月～ ５ケ月 １回以上

６ケ月以上 Ｄ級選手は２回以上、Ｃ級

以上の選手は第８条第１項

の降級規定の適用を受ける。

(1) 休場期間が競技年度途中の場合には、その競技年度のみこれを適用する。

出場可能期間 ＝ １２ － 休場期間(月)

(2) 休場期間が２競技年度にわたる場合には、休場届提出競技年度及び休場期間終了

競技年度の各競技年度にこれを適用する。

① 休場届提出競技年度出場可能期間 ＝ 提出月 － １

② 休場期間終了競技年度出場可能期間 ＝ １２ － 休場期間終了月

7 産休届を提出したＤ級以上の選手の、産休期間前及び産休期間終了後の、その競技年

度内における出場可能期間に対する競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満た

ない選手は、降級する。
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出場可能期間 出場義務回数

２ケ月以下 ０

３ケ月～ ５ケ月 １回以上

６ケ月以上 Ｄ級選手は２回以上、Ｃ級

以上の選手は第８条第１項の

降級規定の適用を受ける。

(1) 産休期間前競技年度

産休期間前出場可能期間 ＝ 提出月 － １

(2）産休期間終了競技年度

産休期間終了後出場可能期間 ＝ １２ － 産休期間終了月

（アマ降級規定）

第９条 アマ・スタンダードＣ級以上およびラテンアメリカンＣ級以上の選手の降級規定

は、次のとおりとする。

降 級 降 級 規 定

Ａ → Ｂ １競技年度内に、準決勝以上に１回

以上、入賞する成績が得られなかっ

たとき。

Ｂ → Ｃ １競技年度内に、自己級２次予選を

１度も通過出来なかったとき、又は

１次予選を３回以上通過できなかっ

たとき。

Ｃ → Ｄ １競技年度内に、自己級１次予選を

１度も通過出来なかったとき。

2 １競技年度内に当該級別競技会が４回以上開催されなかった場合には、第１項の降級

規定を適用しない。但し、１度も競技会に出場しなかったものは、降級する。

3 Ｅ級及びＤ級登録選手で、継続登録を１競技年度以上怠ったとき又は１競技年度以上

競技会に不出場のときは、その登録資格を抹消される。

4 前項の選手が再登録するときは、１階級下の級で新規登録しなければならない。

5 休場期間中及び産休期間中は、降級規定の適用を受けない。

6 Ｄ級選手が競技年度途中でＣ級に昇級した場合およびＣ級選手が競技年度途中でＢ級

に昇級した場合には、その競技年度内は降級規定の適用を受けない。但し、その競技年

度内の競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満たない選手は、降級する。

昇 級 月 出場義務回数

１月～ ４月 ２回以上

５月～ ８月 １回以上

９月～１２月 次 年 度
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7 休場届を提出したＣ級以上の選手の、その競技年度内における出場可能期間に対する

競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満たない選手は、降級する。

出場可能期間 出場義務回数

２ケ月以下 ０

３ケ月～ ５ケ月 １回以上

６ケ月以上 第９条第１項の降級規定の

適用を受ける。

(1) 休場期間が競技年度途中の場合には、その競技年度のみこれを適用する。

出場可能期間 ＝ １２ － 休場期間(月)

(2) 休場期間が２競技年度にわたる場合には、休場届提出競技年度及び休場期間終了

競技年度の各競技年度にこれを適用する。

① 休場届提出競技年度出場可能期間 ＝ 提出月 － １

② 休場期間終了競技年度出場可能期間 ＝ １２ － 休場期間終了月

8 産休届を提出したＣ級以上の選手の、産休期間前及び産休期間終了後の、その競技年

度内における出場可能期間に対する競技会出場義務回数は、次のとおりとしこれに満た

ない選手は、降級する。

出場可能期間 出場義務回数

２ケ月以下 ０

３ケ月～ ５ケ月 １回以上

６ケ月以上 第９条第１項の降級規定の

適用を受ける。

(1) 産休期間前競技年度

産休期間前出場可能期間 ＝ 提出月 － １

(2) 産休期間終了競技年度

産休期間終了後出場可能期間 ＝ １２ － 産休期間終了月

（補則）

第10条 この規程に定めることのほか、競技選手の昇級及び降級に関し必要な事項は、理

事会が定める。
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附 則

1. この規程は、平成１１年 １ 月２１日からこれを施行する。

2. 第８条及び第９条の規定の適用については、平成１１年度の昇降級審議委員会におい

て審議決定する。

附 則

1. この規程は、平成１３年 ９ 月２７日からこれを施行する。

2. 平成１４年度よりモダンをスタンダードに、ラテンをラテンアメリカンに、ヴェニズ

ワルツをウインナーワルツに変更する。

附 則

この規程は、平成１４年 ２ 月 ７ 日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１５年１１月１３日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１６年１１月２５日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１７年 ２ 月２４日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１７年 ４ 月２８日からこれを施行する。
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附 則

この規程は，平成１７年１１月１７日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１７年１２月 ８ 日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１８年 ８ 月１３日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成２０年 ７ 月３１日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成２２年 ８ 月３０日から施行する。

附 則

この規程は、平成２３年 ７ 月 １ 日から施行する。
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シニア及びグランドシニア昇降級規程

（目的）

第１条 この規程は、規約第５条第２号及び第５号並びに第 37 条第５号に基づき、シニ

ア及びグランドシニア選手の昇級及び降級に関し、必要な事項を定める。

（審議）

第２条 シニア及びグランドシニア選手の階級は、資格審議委員会規程第９条第１項第４

号の昇降級審議委員会において、１競技年度内の成績により昇級又は降級を審議し決定

する。

2 昇降級審議委員会は、年１回とし最終競技会終了後２週間以内に開催する。

3 シニアＢ級及びグランドシニアＢ級選手の昇級は、前項の委員会において審議するも

のとし、シニアＣ級及びグランドシニアＣ級の選手の昇級は、１年以内の獲得点数が第

６条第１項の必要点数に達し、昇降級審議委員会がこれを認めたときに昇級するものと

する。

4 シニアＢ級及びグランドシニアＢ級の選手で、当該競技年度１月から６月末までの獲

得点数が第６条第１項の必要点数に達した場合には、昇降級審議委員会がこれを認めた

ときに昇級できるものとする。

（競技年度）

第３条 競技年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。

（適用競技会）

第４条 この規程は、シニア及びグランドシニア競技規程第２条第１項の競技会について

適用する。

（獲得点数）

第５条 シニア及びグランドシニア競技規程第２条第１号の選手権における入賞選手の獲

得点数は、次のとおりとする。

１ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 準決勝

１５ １３ １１ ９ ８ ７ ４

2 前項の選手権においてＢ級又はＣ級の選手が決勝に入賞したときは、自己級の成績に

換算して得点を与える。

3 前項の選手が準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数を与える。



- 12 -

4 シニア及びグランドシニア競技規程第２条第２号の競技会における出場組数に対する

入賞選手の獲得点数は、次のとおりとする。

出場組数 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位 準決勝

２～ ５ ４

６～１０ ５ ３

１１～２０ ６ ４ ２

２１～３０ ７ ５ ３ ２

３１～４０ ８ ６ ４ ３ ２

４１～５０ １０ ８ ６ ４ ３ ２

５１～６０ １２ １０ ８ ６ ５ ４ ２

６１～７０ １４ １２ １０ ８ ７ ６ ３

７１～８０ １６ １４ １２ １０ ９ ８ ４

８１～９０ １８ １６ １４ １２ １１ １０ ５

９１～１００ ２０ １８ １６ １４ １３ １２ ６

１０１～１１０ ２２ ２０ １８ １６ １５ １４ ７

１１１～ ２４ ２２ ２０ １８ １７ １６ ８

5 前項の競技会において、Ｂ級又はＣ級の選手が上位級に挑戦し決勝に入賞したときは、

第４項の点数獲得組数の範囲内において自己級の成績に換算して得点を与える。

6 第４項の出場組数５１組以上の競技会において、Ｂ級又はＣ級の選手が上位級に挑戦

し準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数を与える。

7 上位級に挑戦する下位級の選手は、当日に開催される自己級に出場しなければならな

い。

8 選手権に出場するＢ級及びＣ級の選手は、前項の規定を適用しない。

9 混合級競技会における下位級選手に対する獲得点数等は、次のとおりとする。

混合級 獲 得 点 数 等

Ａ、Ｂ級 ① 下位級の選手が決勝に入賞したときは、第４項の点数

Ｂ、Ｃ級 獲得組数の規定にかかわらず、自己級の順位に換算し

て得点を与える。

② 第４項の出場組数４１組以上の競技会において下位級

の選手が準決勝に入賞したときは、第６位の獲得点数

を与える。

Ｃ、Ｄ級 ① Ｄ級の選手が準決勝以上に入賞し第４項の点数獲得

組数の範囲内のときは、即日、Ｃ級に昇級しその獲

得点数を与える。

② 前号において出場組数２１組以上で点数獲得組数の範

囲外のときは、第６位まで、即日、Ｃ級に昇級できる。
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③ 第４項の出場組数４１組以上の競技会においてＤ級の

選手が準決勝に入賞したときは、即日、Ｃ級に昇級で

きる。

10 獲得点数は、１年間有効とする。

（昇級規定）

第６条 シニア及びグランドシニアのスタンダード及びラテンアメリカン選手のＢ級以上

への昇級に必要な点数は、次のとおりとする。

必要点数 シ ニ ア グランドシニア

昇級 スタンダード ラテンアメリカン スタンダード ラテンアメリカン

Ｃ → Ｂ ２０ １５ １６ １２

Ｂ → Ａ ２５ ２０ ２０ １６

2 シニア・ノービス級及びグランドシニア・ノービス級のスタンダード及びラテンアメ

リカン選手のＤ級への昇級は、即日昇級とし次のとおりとする。

ノービス → Ｄ級 (25%)

出 場 組 数 昇 級 順 位

２～ ５ １ 位のみ

６～ ９ ２ 位まで

１０～１３ ３ 位まで

１４～１７ ４ 位まで

１８～２１ ５ 位まで

２２～２５ ６ 位まで

２６以上 ６ 位まで

3 シニアＤ級及びグランドシニアＤ級のスタンダード及びラテンアメリカン選手のＣ級

への昇級は、即日昇級とし次のとおりとする。

Ｄ級 → Ｃ級 (20%)

出 場 組 数 昇 級 順 位

３～ ７ １ 位のみ

８～１２ ２ 位まで

１３～１７ ３ 位まで

１８～２２ ４ 位まで

２３～２７ ５ 位まで

２８～３２ ６ 位まで

３３以上 ６ 位まで
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4 Ｄ級の選手がＣ級に挑戦し準決勝以上に入賞したときは、第５条第４項の点数獲得組

数の範囲内において、即日、Ｃ級に昇級しその獲得点数を与える。。

5 前項において出場組数２１組以上で点数獲得組数の範囲外のときは、第６位まで、即

日、Ｃ級に昇級できる。

6 第５条第４項の出場組数４１組以上の競技会においてＤ級の選手がＣ級に挑戦し準決

勝に入賞したときは、即日、Ｃ級に昇級できる。

7 ノービス級及びＤ級の競技会において、２種目以上を単科で行ったとき、各種目の昇

級者が重複しても次点者をとらない。

8 アマＥ級以上の選手がアマ競技会において昇級したときは、シニア登録階級及びグラ

ンドシニア登録階級もその都度、昇級するものとする。

9 前項の昇級は、シニア及びグランドシニア選手規程第４条第７項を準用する。

（降級規定）

第７条 シニアＣ級以上及びグランドシニアＢ級以上の登録選手の１競技年度内の競技会

出場義務回数及び降級規定は、次のとおりとする。

開催される 出場義務回数及び降級規定

競技会回数

２回以下 出場義務回数なし

３回～５回 ① 出場義務回数 １回以上

② １回も出場しなかった場合は、降級する。

６回以上 ① 出場義務回数 ２回以上

② １回も出場しなかった場合は、降級する。

③ １回のみの場合は、昇級規定を適用しない。

2 シニアＤ級及びグランドシニアＤ級登録選手で、継続登録を１競技年度以上怠ったと

き又は１競技年度以上競技会に不出場のときは、その登録資格を抹消される。

3 前項の選手が再登録するときは、ノービス級で新規登録しなければならない。

4 休場期間中及び産休期間中は、降級規定の適用を受けない。

5 シニアＤ級選手が競技年度途中でＣ級に昇級した場合に、その競技年度内の出場義務

回数は、その規定を適用せず、可能な限り出場するものとする。

6 休場届又は産休届を提出したシニアＣ級以上及びグランドシニアＢ級以上の選手のそ

の競技年度内における出場可能期間に対する競技会出場義務回数は、その規定を適用せ

ず、可能な限り出場するものとする。
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（補則）

第８条 この規程に定めることのほか、シニア及びグランドシニア選手の昇級及び降級に

関し必要な事項は、理事会が定める。

附 則

この規程は、平成１４年１１月２８日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１６年１１月２５日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１７年１１月１７日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成１９年 ７ 月２６日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成２２年 ８ 月３０日からこれを施行する。

附 則

この規程は、平成２３年 ７ 月 １ 日からこれを施行する。


